
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 
新（第４期）中期目標 概要 

【構成】 
 第４期中期目標の構成は、独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第29条及び独立行政法人の目標の策定に関する指針
（平成26年９月２日付け総務大臣決定）（以下「目標策定指針」という。）Ⅱ１～４に基づき、以下のとおり設定。 
 また、第３章内の項目は、法人の内部管理の観点及び財務会計との整合性を確保するため、JEEDの経理区分に応じた一定の事
業等のまとまり毎に設定。 

第１章 政策体系における法人の位置付け及び役割 

第２章 中期目標の期間 

第３章 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

１ 高年齢者等に係る雇用関係業務に関する事項 ※高齢者雇用支援経理に対応 

２ 障害者職業センターの設置運営業務等に関する事項 ※障害者雇用支援経理に対応 

３ 障害者雇用納付金関係業務に関する事項 ※障害者雇用納付金勘定に対応 

４ 職業能力開発業務に関する事項 ※職業能力開発勘定に対応 

５ 障害者職業能力開発業務に関する事項 ※障害者職業能力開発勘定に対応 

６ 求職者支援制度に係る職業訓練の認定業務等に関する事項 ※認定特定求職者職業訓練勘定に対応 

第４章 業務運営の効率化に関する事項 

第５章 財務内容の改善に関する事項 

第６章 その他業務運営に関する重要事項 

（別紙１）政策体系図 
（別紙２）一定の事業等のまとまり 
（別紙３）指標の設定根拠 
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 潜在成長力、生産性の伸び悩み 
 中間層の活力低下 
 少子高齢化による生産年齢人口の減少、地域の高齢化 
 第４次産業革命による産業構造と就業構造の急激な変化 

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構（JEED） 
政策体系図 

日本経済・労働市場の抱える課題 
 

 個々の働き手の能力・スキルを向上させる人材育成・人材投資の抜本拡充 
 生産性・イノベーション力の向上につながる働き方の促進 
 生産性・成長性の高い産業への「人の流れ」を実現する労働市場改革 

政府が取り組むべき政策（未来投資戦略2017等） 

第４期中期目標期間における高齢・障害・求職者雇用支援機構の役割 

 
 若者、女性、高齢者、障害者等の働く意欲のある全ての人々がその能力を最大限発揮できる環境の整備 
 働き手一人一人の能力・スキルを産業構造の変化に合わせ、経済社会全体の生産性を向上させるための人材への投資 

厚生労働省のミッション 

高齢者雇用関係業務 障害者雇用関係業務 職業能力開発関係業務 

高齢者が年齢に関わりなく働き続け
ることができる生涯現役社会の実現 

・65歳を超えた継続雇用延長や65歳 
 以上への定年引き上げに取り組む 
 事業主に対する支援の充実 

障害の有無に関係なく、希望や能力、
適性等に応じて活躍できる社会の実現 

・新たに障害者を雇用する企業や、 
 より困難性の高い障害者への個別対 
 応の強化 
・地域の就労支援機関や企業が相互に 
 連携し、障害者雇用に独自に取り組 
 めるような環境・体制整備 

第４次産業革命（IoT、ロボット、ビッ
グデータ、AI等）に対応した中小企業
等の生産性の向上 

・公共職業訓練等を通じた雇用のセーフ 
 ティネットの維持 
・技術革新に対応できる質の高い労働者 
 の輩出、技能向上 
・中小企業等の生産性向上に向けた支援 

これらのリソースを最大限有効活用し 
主に以下の業務を遂行 

蓄積した支援ノウハウ 高い専門性を有する人材 全国に展開する地方組織 地域の事業主や関係団体との信頼関係 
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１ 高年齢者等に係る雇用関係業務に関する事項 

（１）高年齢者等の雇用の安定等を図る事業主等に対する 
   給付金の支給  

【指標】 
１ 給付金の説明会実施回数            【水準：毎年度650回以上】 
２ 給付金の申請１件あたりの平均処理期間     【水準：90日以内】 

○ 事業主等の65歳を超えた継続雇用延長や65歳以上への定年引上げ等への取組 
  を促進するため、給付金による支援を実施 
○ 給付金の効果的活用の促進に向けた周知・広報、効率的な支給業務を実施 

（参考）現行中期目標期間における主な指標 
 ・給付金の説明会実施回数      【目標 毎年度500回以上】【実績 H25：792回,H26：740回,H27：748回,H28：760回,H29見込：640回】 

＜見直し当初案＞ 
 一億総活躍プランや働き方改革実行計画において将来的に継続雇用年齢や定年の引
上げを進めていくための環境整備として、企業の自発的な働きが広がるよう支援を拡
充することが掲げられるなど、高齢者の就業促進は重要な政策課題の一つとなってい
るため、以下のとおり業務の見直しを図る。 
 ・事業主等に対する専門的・技術的支援に係る体制の整備 
 ・高齢者雇用に積極的な事業主等に対する支援の充実 
 ・高齢者雇用の促進に関する地域全体の気運の醸成 
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（２）高年齢者等の雇用に係る相談・援助、意識啓発等  

【指標】 
１ 事業主に対する65歳を超えた継続雇用延長・65歳以上への定年の引上げに係る制度改善提案件数   
                                          【水準：30,000件以上】 
２ 制度改善提案により見直しを進めた事業主の割合                 
                                           【水準：40％以上】 

○ 65歳超雇用推進プランナーによる、事業主に対する65歳を超えた継続雇用延長・ 
  65歳以上への定年引上げに係る具体的な制度改善提案等を実施 
○ 高年齢者雇用アドバイザーによる、事業主等に対する高年齢者雇用の技術的問題 
  全般に関する相談・援助を実施 
○ 生涯現役社会の実現に向けた気運を醸成するための啓発広報等を実施 

（参考）現行中期目標期間における主な指標 
・高年齢者雇用アドバイザーによる相談・援助件数              
           【目標 毎年度延べ30,000件以上】 【実績 H25：42,160件,H26：39,997件,H27：37,273件,H28：36,868件】 
・高年齢者雇用アドバイザーによる相談・援助の利用事業主等に対する追跡調査における課題改善効果の評価 
           【目標 70%以上】【実績 H25：90.4%,H26：89.7%,H27：89.8%,H28：90.2%】 

【重要度 高】 

【難易度 高】 

労働力人口が減少している中で我が国の成長力を確保していくためには、高年齢者が年齢に関わりなく働き続けることができる環境の整備が必要であ
り、「働き方改革実行計画」（平成29年３月28日働き方改革実現会議決定）においても、継続雇用延長や定年引上げを行う企業への支援を充実する
ことが盛り込まれているため。 

65歳を超えた継続雇用延長・65歳以上への定年の引上げは、事業主にとっては法定義務を超えた取組であることに加え、人件費の増加等を勘案した
重大な経営判断を要する人事制度の改正を伴うものであり、取組を進めるに当たっての難易度が特に高いため。 
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２ 障害者職業センターの設置運営業務等に関する事項 

＜見直し当初案＞ 
 障害の有無に関係なく、希望や能力、適正等に応じて活躍できる社
会としていくことが必要とされる中、特に、精神障害者等に対する個
別性の高い雇用管理や職場適応を実現するための質の高い支援ニーズ
が増加しているため、新たに障害者を雇用する企業や、より困難性の
高い障害者への個別対応等に直接的な支援の重点を置くとともに、地
域の就労支援機機関や企業が相互に連携し、障害者雇用に独自に取り
組めるような環境・体制整備をさらに進める。 
 
 ・精神・発達障害者に対する就労支援の充実 
 ・職場適用援助者（ジョブコーチ）の養成研修の拡充 
 ・障害者雇用の経験者等による事業主に対する支援の充実・強化 
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（１）地域障害者職業センター等における障害者及び事業主に 
   対する専門的支援  

【指標】 

１ 職業リハビリテーションサービスを実施した精神障害者、発達障害者及び高次脳機能障害者の数  

                                    【水準：96,000人以上（毎年度19,200人以上）】 

２ 障害者の雇用管理に係る支援の実施事業所数              【水準：91,000所以上(毎年度18,200所以上）】 

３ 職業準備支援の修了者のうち精神障害者、発達障害者及び高次脳機能障害者の就職率  

                                     【水準：67％以上】 

   ※この他、関連指標として障害別（精神障害、発達障害、高次脳機能障害、身体障害、知的障害）の目標水準 

４ ジョブコーチ支援終了者のうち精神障害者、発達障害者及び高次脳機能障害者の職場定着率 

                                    【水準：85％以上】 

   ※この他、関連指標として障害別（精神障害、発達障害、高次脳機能障害、身体障害、知的障害）の目標水準 

【重要度 高】 一億総活躍社会の実現に向け、障害の有無に関係なく、希望や能力、適性等に応じて活躍できる社会としていくことが必要とされる中、特に精神障害者等に対する個
別性の高い雇用管理や職場適応を実現するための質の高い支援ニーズが増加しており、これに応えることは政策課題において極めて重要であるため。 

○ 他の機関では支援が困難な個別性の高い支援を必要とする障害者（精神障害者、発達障害 
  者及び高次脳機能障害者）に対する専門的支援を重点的に実施 
○ 精神障害者、発達障害者等のうち、特に困難性の高い課題を有する者の具体的な状況につ 
  いて整理するとともに、効果的な支援方法について検討 
○ 職業リハビリテーション専門機関の立場から、事業主に対する雇用管理に関する助言その 
  他の援助を事業主のニーズに応じて的確に実施し、障害者の就職又は職場適応を促進 
○ 民間企業における障害者雇用管理の経験者等の人材情報を登録し、事業主が抱える課題に 
  応じて経験者等による実務的な助言・援助が受けられる体制を新たに整備 

（参考）現行中期目標期間における主な指標 
  ・職業リハビリテーションサービスの実施対象者数(精神障害者・発達障害者）    【目標 毎年度9,800人以上・4,400人以上】 【実績 H25：11,012人・6,110人,H26：11,312人・6,698人,H27：11,495人・7,175人,H28：11,804人・7,643人】 

  ・職業準備支援の修了者の就職率                             【目標 50%以上】 【実績 H25：68.5%,H26：69.0%,H27：70.4%,H28：68.3%】 
  ・ジョブコーチ支援終了者の職場定着率                          【目標 毎年度80%以上】 【実績 H25：88.2%,H26：88.1%,H27：87.6%,H28：87.1%】 
  ・障害者の雇用管理に係る支援の実施事業所数                     【目標 毎年度16,400所以上】 【実績 H25：17,767所,H26：18,460所,H27：18,023所,H28：18,524所】 

精神障害者等の個別性の高い支援を必要とする障害者への一層の重点化を図りつつ、それ以外の障害者への対応についても他の就労支援機関と連携しながら的確な支
援を実施するとともに、新たに障害者を雇用する企業を含め支援実施事業所の増加を目指し、かつ、就職率、職場定着率を高い水準で維持することは、高度な専門性
に加え、各支援場面における創意工夫、きめ細やかな対応を要すると考えられるため。 

【難易度 高】 
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（２）地域の関係機関に対する助言・援助等及び職業リハビリ 
   テーションの専門的な人材の育成     

【指標】 
１ 職業リハビリテーションに関する助言・援助等を実施した就労移行支援事業所等の設置総数に占める割合  
                                               【水準：51％以上】 
２ 助言・援助を受けた関係機関に対する追跡調査における「支援内容・方法の改善に寄与した」旨の評価     
                                               【水準：80％以上】 
３ ジョブコーチ養成研修及び同スキル向上研修の受講者数              
                                 【水準：３,０００人以上（年度毎６００人以上）】 
４ ジョブコーチ養成研修及び同スキル向上研修の受講者の所属長に対する追跡調査における「障害者の職場定着に寄与した」旨の評価割合 
                                                      【水準：80％以上】 

【重要度 高】 

（参考）現行中期目標期間における主な指標 
 ・職業リハビリテーションに関する助言・援助の実施関係機関数    
                               【目標 毎年度1,560所以上】 【実績 H25：1,716所,H26：1,729所,H27：1,931所,H28：2,105所】 
 ・助言・援助を受けた関係機関に対するアンケート調査における有用であった旨の評価  
                               【目標 80％以上】 【実績 H25：96.9%,H26：96.7%,H27：98.1%,H28：97.4%】 

一億総活躍社会の実現に向け、障害の有無に関係なく、希望や能力、適性等に応じて活躍できる社会としていくことが必要とされる中、地域の就労支援機関や企業が
相互に連携し、障害者雇用に独自に取り組めるような環境・体制整備をさらに進めることが望まれるところであり、そのための基礎となる職業リハビリテーションに
係る人材の育成や支援ノウハウが十分ではない移行支援事業所等に対する助言・援助業務等を推進していくことは極めて重要であるため。 

○ 各地域における障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業者、教育機関、 
  医療機関、その他の関係機関に対する職業リハビリテーションに関する技術的事 
  項についての助言その他の援助を積極的に実施 
○ 関係機関の職員等へのマニュアル・教材の作成及び提供並びに実務的研修を実施 
○ 障害者職業カウンセラーの養成及び研修を実施するとともに、障害者就業・生活 
  支援センターの職員や医療・福祉等の分野の支援担当者等を対象に、職業リハビ 
  リテーションに関する専門的・技術的研修を実施 
○ ジョブコーチの研修体系を見直し、修了者に対し実践ノウハウを付与するサポー 
  ト研修を新たに実施 
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（３）職業リハビリテーションに関する調査・研究及び新たな 
   技法等の開発の実施とその普及・活用の推進    

【難易度 高】 

【指標】 
１ 各研究テーマに対する外部の研究評価委員の評価    【水準：平均5.0点以上】 
    ※１研究テーマにつき研究評価委員３名。 
     優れている:2点、やや優れている:1点、やや劣っている:0点、劣っている:0点の合計6点満点。 
２ 外部の研究評価委員の評価を受ける研究テーマ数    【水準：25本以上】 
３ マニュアル、教材、ツール等の作成件数         【水準：30件以上（６件以上×５年）】 
 

（参考）現行中期目標期間における主な指標 
 ・実施した各調査・研究について、３分の２以上の外部評価委員から、４段階中上から２段階以上の評価を得ること   
                                【実績 毎年度全ての調査・研究で達成】 
 ・マニュアル、教材、ツール等作成件数           【目標 毎年度4件以上】【実績 H25：5件,H26：6件,H27：5件,H28：8件】 

これまでの支援技法では対処困難な事例等について、その課題解決に資するための最新の知見の集約、新たな技術・支援ツール及び先駆的な技法の開発が求められ
ることに加え、外部の研究評価委員による評価に関する指標において全ての外部の研究評価委員から１点以上の評価を得、かつ、うち３分の２の委員から最高の評
価である２点を得るという極めて高い目標を設定するため。 

○ 福祉、教育、医療から雇用への流れを踏まえ、先駆的な職業リハビリテーション 
  技法の開発を実施 
○ 事業主や関係機関に対し、研究・開発の成果の普及を図るための場を設定すると 
  ともに、マニュアルや教材等を作成 
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（１）障害者雇用納付金の徴収並びに障害者雇用調整金及び 
   報奨金等の支給  

 障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律第123号）に基づき、障害者の
雇用に伴う経済的負担の調整及び障害者雇用納付金関係業務を実施する。 

３ 障害者雇用納付金関係業務に関する事項 

【指標】 
１ 障害者雇用納付金に係る事業主説明会開催回数           【水準：毎年度480回以上】 
２ 障害者雇用納付金の収納率                    【水準：99％以上】 
 
（参考）現行中期目標期間における主な指標 
 ・障害者雇用納付金の収納率   
         【目標 常用労働者が200人を超える事業主について99％以上】 【実績 H25：99.93%,H26：99.96%,H27：99.97%,H28：99.82%】 
 ・事業主説明会開催回数      
         【目標 毎年度420回以上】 【実績 H25：473回,H26：477回,H27：707回,H28：601回】 

今後、障害者の法定雇用率の引上げが予定されており、納付対象事業主及び納付額の増加が見込まれるため、納付金の納付が困難となったり、納付について理解を示
さない事業主が増えることも想定されることから、現行の収納率99％以上を維持することはチャレンジングな目標であるため。 

【難易度 高】 

○ 障害者雇用納付金の徴収並びに障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例 
  調整金及び在宅就業障害者特例報奨金の支給について、より厳正な審査及び効率 
  的な手続き等を実施 
○ 障害者雇用納付金制度を十分に周知徹底し、理解の促進を図るため、事業主説明 
  会を幅広く実施 
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（２）障害者雇用納付金に基づく助成金の支給等  

【指標】 
１ 助成金１件当たりの平均処理期間                 【水準：30日以内】 
２ 障害者助成金の周知に係る事業主説明会開催回数          【水準：毎年度700回以上】 

（３）障害者雇用に関する各種講習、啓発及び障害者技能競技大会 
   （アビリンピック）等   

【指標】 
１ 障害者職業生活相談員資格認定講習の受講者数      【水準：28,000人以上（毎年度5,600人以上）】 
２ アビリンピック来場者に対するアンケート調査における障害者の技能への理解が深まった旨の評価 【水準：90％以上】 

（参考）現行中期目標期間における主な指標 
 ・助成金１件当たりの平均処理期間          【目標 30日程度（最終年度）】 【実績 H25：28.5日,H26：29.3日,H27：28.6日,H28：27.6日】 

（参考）現行中期目標期間における主な指標 
 ・就労支援機器利用率            【目標 60%以上】 【実績 H25:72.5%,H26：69.0%,H27：68.8%,H28：67.0%】 
 ・アビリンピック来場者に対するアンケート調査における理解が深まった旨の評価   
                       【目標 90%以上】 【実績 H25：98.5%,H26：96.6%,H27：－,H28：98.7%】 

○ 障害者雇用納付金制度に基づく助成金の支給について、適正かつ効率的に実施す 
  るとともに、事業主説明会の実施等、サービス向上を図る 
○ 不正受給の防止のため、適正な審査及び調査を実施 

○ 障害者職業生活相談員資格の資格認定講習の実施、就労支援機器の貸出し及び普及・啓発、 
  その他障害者雇用に関する啓発活動を展開 
○ 障害者技能競技大会（アビリンピック）を開催 

10 



＜見直し当初案＞ 
 第４次産業革命が進展する中で、中小企業等が事業展開を図るため
には、中小企業等が持つ技術力などの強みを活かしつつ、技術革新に
対応できる労働者を確保、育成していくことが重要となっている。こ
のため、第４期中期目標期間においては、中小企業等に対する相談支
援機能の強化、IoTやAI等の技術の進展に対応した在職者向け訓練の充
実や高度技能者の養成、生産現場等の「IT力」の強化等に取り組む。 
 
 ・ 中小企業等に対する生産性向上等に向けた人材育成支援の強化 
 ・ 子育て女性等が活躍する社会の実現のための人材育成の推進 
 ・ 地域の産業ニーズ等を踏まえた人材育成の推進 
 ・ 職業訓練指導員の確保及び専門性の向上 

４ 職業能力開発業務に関する事項 
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（１）離職者を対象とする職業訓練の実施   

【指標】 
１ ものづくり分野のIoT技術等第４次産業革命の進展に対応した離職者訓練コースの受講者数  【水準：3,760人以上】 
２ 訓練修了者の訓練終了後3か月時点の就職率                    【水準：80％以上】 

（参考）現行中期目標期間における主な指標 
 ・訓練修了者の訓練終了後３か月時点の就職率       【目標 80%以上】 【実績 H25：86.3%,H26：86.3%,H27：87.1%,H28：87.9%】 

全国にわたり、離職者が再就職に必要な技能及び知識を習得するために必要な職業訓練を実施し、雇用のセーフティネットとしての訓練機会を担保するという重要な
役割を担っているため。 

【重要度 高】 

【難易度 高】 第４次産業革命の進展に対応したものづくり分野のIoT技術等に対応するための離職者訓練コースの実施に当たっては、技術革新が進む中で、新たな職業訓練カリキュ
ラムや訓練教材の開発等が必要になることに加え、受講者数を平成28年度実績の２倍以上とするチャレンジングな指標を設定しているため。 

○ ものづくり分野における質の高いIT人材等を育成するため、IoT技術等第４次産 
  業革命の進展に対応した職業訓練を実施 
○ 訓練開始時から積極的に相談支援、キャリアコンサルティングを行い、訓練受 
  講者の就職を支援 
○ 育児をしながら働くことを希望する女性や子育てから仕事への復帰を目指す女 
  性等が受講しやすい職業訓練コースの充実、託児サービスの提供等により職業 
  訓練を受講しやすい環境の整備を推進 
○ 非正規雇用労働者の特性に応じた実践的な職業訓練等への「橋渡し」となる訓 
  練や日本版デュアルシステムを実施 
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（２）高度技能者の養成のための職業訓練の実施   

【指標】 
１ 全ての職業能力開発大学校において、ロボット技術を活用した生産システムの構築、運用管理等ができる人材を養成するための 
  職業訓練コースを開発・実施                      【水準：10校】 
２ 職業能力開発大学校等の修了者のうち就職希望者の就職率        【水準：95％以上】 

（参考）現行中期目標期間における主な指標 
 ・専門課程及び応用課程の修了者のうち就職希望者の就職率          【目標 95%以上】 【実績 H25：99.2%,H26：99.4%,H27：99.2%,H28：99.5%】 

○ 職業能力開発大学校等について、第４次産業革命の進展に対応した職業訓練コー 
  スの開発、見直しを進め、質の高い人材養成に取り組む 
○ 特に、ロボット技術（IoTやビッグデータ等関連技術を含む）を活用した生産シス 
  テムの構築、運用管理等ができる人材を養成 
○ 職業能力開発大学校等の修了者のうち就職希望者に対して、きめ細かい就職支援 
  を実施 
○ 共同研究を通じた産学連携や他大学等関係機関との連携強化を推進する等、地域 
  により広く開かれたものとする 
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（３）在職者を対象とする職業訓練及び事業主等との連携・ 
   支援の実施  

【指標】 
１ IoT技術等をはじめ、高付加価値化、業務効率化等に必要な知識及び技能・技術を習得させる在職者訓練の受講者数   
                                                    【水準：30万人以上】 
２ 在職者訓練を利用した事業主における企業の生産性向上等につながった旨の評価             【水準：90％以上】 
３ 生産性向上人材育成支援センターを利用して生産性向上等に取り組んだ事業所数             【水準：15万事業所以上】 

（参考）現行中期目標期間における主な指標 
 ・受講者に対するアンケート調査における職業能力の向上に役立った旨の評価                   【目標 90%以上】 【実績 H25：98.7%,H26：99.0%,H27：98.9%,H28：98.9%】 
 ・受講者を派遣した事業主に対するアンケート調査における職業能力の向上が見られた旨の評価          【目標 90%以上】 【実績 H25：97.8%,H26：97.8%,H27：97.9%,H28：97.9%】 

「働き方改革実行計画」や「未来投資戦略2017」（平成29年６月９日閣議決定）を踏まえ、中小企業等の生産性向上等に向けた人材育成の支援のため、中小企業等に
対する相談支援機能の強化、技術の進展に対応した在職者向け訓練の充実や、生産現場等の「IT力」の強化等に向けた取組は重要であるため 

在職者訓練について、第４次産業革命の進展に対応した訓練カリキュラムを開発する必要がある中で、実績を上回る水準を設定しているため。また、生産性向上人材育
成支援センターについては、機構が実施してきたものづくり分野以外の訓練カリキュラムの開発等が必要であることに加え、生産性向上等に取り組んだ事業所数を指標
として設定するなど、チャレンジングな目標を設定しているため。 

【重要度 高】 

【難易度 高】 

○ 我が国の基幹産業であり、国際競争力を有するものづくり分野において、IoT技 
  術等に対応した在職者訓練コースを開発 
○ 中小企業等において中核的な役割を果たしている人材を対象に、高付加価値化、 
  業務効率化等に必要な知識及び技能・技術を習得させる高度な職業訓練（在職者 
  訓練）を実施 
○ 受講者が習得した能力の職場での適用状況について確認・評価を実施 
○ 中小企業等の幅広い職務階層の人材を対象に、民間機関等を活用して、生産管 
  理・品質管理、原価管理・コスト削減、組織マネジメント等に関する知識等を習 
  得させる「生産性向上支援訓練」を実施 
○ 中小企業における生産現場等で働く者向けの基礎的ITリテラシーを習得するため 
  の訓練カリキュラムを新たに開発 
○ 事業主等との連携による訓練カリキュラムの開発や訓練の実施、その求めに応じ 
  た職業訓練指導員の派遣、訓練設備の貸与、訓練ノウハウ・情報の提供等の実施 
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（４）職業訓練指導員の養成、職業訓練コースの開発、 
   国際連携・協力の推進等  

【指標】 
１ 職業訓練指導員養成課程修了者数                         【水準：500人以上】 
２ 職業訓練指導員の技能向上を図る研修課程（スキルアップ訓練）の受講者数  【水準：25,000人以上】 

○ 職業訓練指導員を安定的に確保するため、職業訓練指導員の養成課程を効果 
  的に運用するとともに、職業訓練指導員に関する広報の充実 
○ 職業訓練指導員の技能向上を図る研修課程（スキルアップ訓練）のコース内 
  容や実施方法等を充実 
○ 企業と連携して、最新技術等に対応できる任期付き等の職業訓練指導員を活用 
○ 政策的必要性の高い分野を中心に、職業訓練コースの開発、人材ニーズの把握、 
  キャリア形成の過程の把握及び職業訓練技法の開発等効果的・効率的な職業訓 
  練の実施に資する調査・研究を実施 
○ 開発途上国からの研修生の受入れ等を実施 
○ 地域の産業界のニーズを踏まえつつ、官民の適切な役割分担の下、適切な職業 
  訓練コースを設定 
○ 都道府県や地域の労使団体、教育機関等の関係機関と十分に連携を図り、地域 
  の職業訓練の質の向上に努める 
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５ 障害者職業能力開発業務に関する事項 

＜見直し当初案＞ 
 障害者職業訓練において先導的役割を果たすため、職業訓練上特別な
支援を要する障害者（以下「特別支援障害者」という。）に対する職業
訓練を実施するとともに、職業能力開発校（障害者校及び一般校）に対
して、指導技法等の開発とその普及を継続的に拡充することにより、精
神障害者・発達障害者等を対象とした訓練コースの設置・運営に係る支
援を強化する。また、これらを円滑に実施するために、障害者職業訓練
職の計画的な育成及び専門性の向上を図る。 
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障害者職業能力開発業務に関する事項 

【指標】 
１ 職業訓練上特別な支援を要する障害者の定員に占める割合              【水準：60％以上】 
２ 訓練修了者の訓練終了後３か月時点の就職率                    【水準：75％以上】 
３ 指導技法等の提供に係る支援メニュー（「障害者職業訓練推進交流プラザ」「指導技法等体験プログラム」）の受講機関数   
                                          【水準：500機関以上】 
４ 「指導技法等体験プログラム」を受講した関係機関に対するアンケート調査における「支援内容・方法の改善に寄与した」旨の評価 
                                          【水準：90％以上】 
 

【重要度 高】 

（参考）現行中期目標期間における主な指標 
・障害者職業能力開発校の定員充足率    【目標 95%以上】 【実績 H25：101.8%,H26：97.9%,H27：100.7%,H28：97.5%】 
・訓練修了者等の就職率           【目標 80%以上】 【実績 H25：87.8%,H26：93.9%,H27：87.9%,H28：89.6%】 
・指導技法等の開発成果についての障害者職業能力開発校等に対するアンケート調査における有用であった旨の評価     【目標 80%以上】【実績 H25：92.8%,H26：90.9%,H27：－,H28：93.1%】 

「働き方改革実行計画」等を踏まえ、障害者が希望や能力、適性を十分に活かし、障害の特性等に応じて活躍でき、障害者と共に働くことが当たり前の社会を目指して
いくため、機構営校は、先導的な職業訓練の実施を通じて開発した特別支援障害者等に対する指導技法等を職業能力開発校等に対してより一層普及させるという重要な
役割を担っているため。 

○ 福祉・教育・医療から雇用への流れを踏まえ、関係機関との一層緊密な連携を図り、特別支援障害 
  者を重点的に受け入れる 
○ 企業ニーズに的確に対応するとともに、障害者の職域拡大を念頭において、より就職に結びつく職 
  業訓練の実施・指導技法等の開発に努める 
○ 訓練修了者のうち就職希望者について、職業安定機関と緊密な連携を図り、就職率の向上に努める 
○ 他の職業能力開発校等への指導技法等の普及を推進し、特別支援障害者等向け訓練コースの設置等 
  を支援 
○ 障害者の職業訓練を行う職業訓練指導員の計画的な確保・養成及び専門性の向上を図る 

６ 求職者支援制度に係る職業訓練の認定業務等に関する事項 

○ 求職者支援制度に係る職業訓練の認定を的確に実施 
○ 認定職業訓練が円滑かつ効果的に行われるよう、必要な指導及び助言を行うとともに、全て 
  の認定職業訓練について、実地により実施状況を確認 

職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律（平成23年法律第47号）に基づ
く職業訓練の認定業務等を実施 
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業務運営の効率化に関する事項 

○ 本部の業務部門について、雇用促進住宅の譲渡・廃止に伴い体制の縮小を図る 
○ 地方組織について、専門的な雇用支援を全国で実施するための拠点として、引き続き効率的・ 
  効果的な運営に取り組む 
○ 一般管理費について、第４期中期目標期間の最終事業年度において、平成29年度予算と比べて 
  15％以上の額を節減 
○ 業務経費について、第４期中期目標期間の最終事業年度において、平成29年度予算と比べて５％ 
  以上の額を節減 
○ 人件費について、第４期中期目標期間の各年度において、平成29年度予算と同額以下に抑制 
○ 職員の給与水準について、国家公務員の給与水準も十分考慮し厳しく検証 
○ 契約については、原則として一般競争入札等によることとし、契約の適正化を推進 
○ 保有資産について、その必要性について不断の見直しを行い、不要財産については売却等の手続 
  を行い国庫に納付 
○ 平成32年度までに個別施設毎の「インフラ長寿命化計画」を策定し、施設の効率的な維持管理を 
  図る 
○ 事業に要した費用及び得られた効果を把握・分析し、その結果を事業実施内容の見直しや新た事 
  業展開に反映 

＜見直し当初案＞ 
・本部の業務部門について、雇用促進住宅の譲渡・廃止に伴い体制の縮小を図る。 
・地方組織について、専門的な雇用支援を全国で実施するための拠点として、引き続 
 き効率的・効果的な運営に取り組む。 
・不要資産について、国庫納付が可能な場合には、国庫納付を行う。 
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財務内容の改善に関する事項 

その他業務運営に関する重要事項 

○ 運営費交付金を充当して行う事業については、上記「業務運営の効率化に関する事項」を 
  踏まえて中期計画予算を作成し、当該予算により効率的に運営 
○ 障害者雇用納付金に係る積立金について、納付金が障害者の雇用に伴う、経済的な負担の 
  調整並びにその雇用の促進及び継続を図るために、法律に基づき、事業主から徴収してい 
  るものであることにかんがみ、適正にその運用及び管理を実施 
○ 雇用促進住宅について、「規制改革推進のための３か年計画」（平成19年６月22日閣議決 
  定）等に基づき、遅くとも平成33年度までにすべての譲渡及び廃止を完了 

○ 事業主及び事業主団体等の関係機関及び地方公共団体との更なる連携強化や、利用者ニーズ 
  の的確な把握、利用者の利便性向上等に向けた必要な取組を法人の創意工夫により行うとと 
  もに、これらの取組が地域において相互に有機的に機能するよう総合的に実施 
○ 内部統制の充実・強化 
○ 職員の労働条件について、労働関係法令等の趣旨に従い適正に確保 
○ 情報セキュリティ対策について、ハード及びソフトの両面での不断の見直しと、役職員の高 
  い意識を保持するための適時・適切な研修を、引き続き継続 
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ＪＥＥＤ 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 第４期中期計画案の概要 

１ 高年齢者等に係る雇用関係業務に関する事項 
（１）高年齢者等の雇用の安定等を図る事業主等に対する給付金の支給 
   ① 給付金の効果的活用の促進に向けた周知・広報〔分かりやすい各種給付金のリーフレット等の作成・配布、説明会の開催。〕 
   ② 効率的な給付金支給業務の運営〔適正な進捗管理による事務処理の効率化、担当者会議の開催等による窓口担当職員の能力向上。〕 

   ③ 適正な支給業務の実施〔実地確認等による不正受給防止対策、担当者会議や労働局との情報交換等による適正な支給事務の実施。〕 

（２）高年齢者等の雇用に係る相談・援助、意識啓発等 
   ① 事業主等に対する効果的な相談・援助等の実施 
     〔65歳超雇用推進プランナーを新規配置。65歳を超えた継続雇用延長・65歳以上への定年引上げ等に係る具体的な制度改善提案の実施。 
      事業主支援ツールの開発、プランナー等に対する研修の実施等によるサービスの質の向上。産業別ガイドラインの策定・普及。〕 
   ② 生涯現役社会の実現に向けた気運を醸成するための啓発広報等 
     〔シンポジウム等の啓発活動の実施。マニュアルの充実。事例情報提供システムの強化等による高年齢者雇用の好事例の効果的活用の促進。〕 
 
２ 障害者職業センターの設置運営業務等に関する事項 
（１）地域障害者職業センター等における障害者及び事業主に対する専門的支援 
   ① 障害者の個々の特性に応じた職業リハビリテーションの実施 
     〔他の機関では支援が困難な個別性の高い支援を必要とする障害者（精神・発達・高次脳機能障害者）に対する専門的支援（職業準備 
      支援、職場適応援助者（ジョブコーチ）による支援、精神障害者総合雇用支援等）を重点的に実施し、就職、職場定着、復職を促進。〕 
   ② 障害者の雇用管理に関する支援の実施 
     〔地域センターにおいて、事業主のニーズに応じた支援内容の積極的な提案などにより的確な支援を実施し、障害者の就職・職場適応を 
      促進。民間企業の障害者雇用管理の経験者等の人材情報を登録し、当該経験者等による実務的な助言・援助を行う体制を新たに整備。〕 

（２）地域の関係機関に対する助言・援助等及び職業リハビリテーションの専門的な人材の育成 
   ① 地域の関係機関に対する助言・援助等の実施〔障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業所等地域の関係機関に対する助言・ 
      援助の積極的な実施、実践的な知識・技術等の向上のためのマニュアル・教材の作成・提供及び実務的研修の実施。〕 
   ② 職業リハビリテーションの専門的な人材の育成〔障害者職業カウンセラーの養成・研修の実施。職場適応援助者（ジョブコーチ）の 
      養成・研修の体系の見直し及び受講機会の拡充（大都市圏での研修受講機会の拡充。研修修了者に対するサポート研修を新設。）。 
      障害者就業・生活支援センターの就業支援担当者及び医療・福祉等の分野での職業リハビリテーション実務者を対象とした研修の実施。〕 

（３）職業リハビリテーションに関する調査・研究及び新たな技法等の開発の実施とその普及・活用の推進 
   ① 職業リハビリテーションに関する調査・研究の実施 
     〔発達・精神障害等に関する先駆的な研究、現場の課題解決に資する研究等の実施。〕 
   ② 職業リハビリテーションに係る技法等の開発〔障害特性及び事業主のニーズに応じた先駆的な職業リハビリテーション技法の開発・改良〕 

   ③ 研究・開発成果の積極的な普及・活用 
     〔研究発表会、学会等での発表、各種研修での講義、インターネット等での情報提供、マニュアル・ツール等の作成。〕 

   ④ 企業に対する実践的手法の開発・提供 
     〔事業主に対する障害者の職域拡大・雇用管理に係る実践的手法の開発・提供。障害者雇用事例の提供の充実〕 

指標（数値目標）は中期目標案と同じ 

指標（数値目標）は中期目標案と同じ 
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第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置  

資料１－２ 

UHJBD
テキストボックス
参考資料４－２



 

３ 障害者雇用納付金関係業務に関する事項 
（１）障害者雇用納付金の徴収並びに障害者雇用調整金及び報奨金等の支給 
    〔パンフレットの配布・事業主説明会の開催や、厳正な審査・調査の実施により、障害者雇用率の引上げによって障害者雇用納付金の 
    納付対象事業主・納付額の増加が見込まれる中で、引き続き高い収納率を維持。〕 

（２）障害者雇用納付金に基づく助成金の支給等 
   ① 助成金の効果的活用の促進に向けた周知・広報等〔分かりやすい各種助成金のパンフレット等の作成・配布、説明会の開催。〕 
   ② 効率的な助成金支給業務の実施〔適正な進捗管理による事務処理の効率化、担当者会議の開催等による窓口担当職員の能力向上。〕 

   ③ 適正な支給業務の実施〔現地調査等による不正受給防止対策、担当者会議や労働局との情報交換等による適正な支給事務の実施。〕 

（３）障害者雇用に関する各種講習、啓発、障害者技能競技大会（アビリンピック）等 
   ① 障害者雇用に関する各種講習、啓発等〔障害者職業生活相談員資格認定講習、就労支援機器の普及、啓発事業の実施〕 

   ② 障害者技能競技大会（アビリンピック）〔全国アビリンピック及び各都道府県における地方アビリンピックを開催（産業、職業及び 
      技術等の変化や障害者の雇用・就業の動向等を踏まえた競技種目の重点化等を実施。）。 〕 

2 

 

４ 職業能力開発関係業務に関する事項 
（１）離職者を対象とする職業訓練の実施 
   ① IoT技術等第４次産業革命の進展に対応した離職者訓練コースを実施。 
   ② 訓練開始時からキャリアコンサルティング等の就職支援を積極的に行い、訓練受講者の就職率の向上や就職者のうち正社員として 
    就職した者の割合の向上に取り組む。 
   ③ 女性が受講しやすい職業訓練コースの充実や託児施設を活用した託児サービスの提供等により受講環境の整備を推進。 
   ④ 非正規雇用労働者の特性に応じた実践的な職業訓練等への「橋渡し」となる訓練や日本版デュアルシステムを実施。 

（２）高度技能者の養成のための職業訓練の実施 
   ① 第４次産業革命の進展に対応した職業訓練コースの開発、見直し。特に、ロボット技術（IoTやビッグデータ等関連技術を含む。） 
    を活用した生産システムの構築、運用管理等ができる人材を養成する訓練コースを実施。 
   ② 的確な就職支援等により、引き続き高い就職実績を確保し、就職者のうち正社員として就職した者の割合の向上に取り組む。 
   ③ 共同研究等を通じた産学連携や他大学等関係機関との連携強化を推進する等、地域に開かれた施設運営の実施。 
   ④ 効果的な広報の実施等により、定員の充足に取り組む。 

（３）在職者を対象とする職業訓練及び事業主等との連携・支援の実施 
   ① ものづくり分野におけるIoT技術等を活用することを目的とした訓練コースを開発。 
   ② 中小企業等で中核的な役割を果たしている人材を対象に、高付加価値化等に必要な知識及び技能・技術を習得させる訓練を実施。 
   ③ 訓練コースの受講を指示した事業主等に、受講者が習得した能力の職場での活用状況等に関する確認・評価を実施。 
   ④ 中小企業等の生産性向上に必要な生産管理・品質管理等に関する知識等を習得させる訓練を民間機関等を活用して実施。 
   ⑤ 中小企業の生産現場等で働く者向けの基礎的ITリテラシーを習得するための訓練カリキュラムを新たに開発し、民間機関等を活用 
    して実施。 
   ⑥ 事業主等からの求めに応じた職業訓練指導員の派遣、訓練設備の貸与、訓練に関するノウハウ・情報の提供等の実施。 

指標（数値目標）は中期目標案と同じ 

指標（数値目標）は中期目標案と同じ 
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（４）職業訓練指導員の養成、職業訓練コースの開発、国際連携・協力の推進等 
   ① 職業訓練指導員の養成課程を効果的に運用するとともに、広報の充実を通じて、幅広い層から職業訓練指導員を確保。 
   ② 指導員の技能向上を図る研修（スキルアップ訓練）のコース内容・実施方法等の充実を図るとともに、各種技能競技大会やODA 
    （政府開発援助）事業等への職業訓練指導員の派遣等を通じた人材育成や能力向上の推進に努める。 
   ③ 企業と連携して、最新技術等に対応できる任期付き等の職業訓練指導員の活用に努める。 
   ④ 効果的・効率的な職業訓練の実施に資する調査・研究を実施するとともに、その成果を民間教育訓練機関、都道府県等に提供。 
   ⑤ 国、関係機関（JICA）等の委託等を受け、開発途上国からの研修生の受入れ等を実施。 
   ⑥ 産業界のニーズや官民の役割分担を踏まえた訓練コースを設定するとともに、ＰＤＣＡサイクルを実践し、効果的な職業訓練を 
     実施。ＨＷ等と連携し、定員充足率の向上に努め、充足率が低調なものは訓練内容・定員の見直し、訓練コースの廃止等を実施。 
   ⑦ 地域訓練協議会を活用し、都道府県や労使団体、教育機関等と連携し、地域のニーズを踏まえた職業訓練の質の向上に努める。 
   ⑧ 運営委員会、地方運営協議会を開催し、職業能力開発業務の円滑な運営、関係機関等との連携を図る。 
   ⑨ 民間教育訓練機関の教育訓練サービスの質を維持・向上させるため、国が実施する職業訓練サービスガイドライン研修等に協力。 

 
    ５ 障害者職業能力開発業務に関する事項 
（１）精神障害者や発達障害者を含む職業訓練上特別な支援を要する障害者（特別支援障害者）の重点的な受け入れ。 
（２）障害者の職域拡大を念頭に置いたより就職に結びつく職業訓練の実施。利用者・求人ニーズ等を踏まえた指導技法等の開発、訓練カリ 
  キュラムの見直し等。特別支援障害者について企業内訓練と就業継続のための技術的支援の一体的実施による先導的職業訓練の実施。 
（３）訓練修了者のうち就職希望者について、就職率の向上に努める。  
（４）他の障害者職業能力開発校・一般の職業能力開発校等への指導技法等の普及を推進し、特別支援障害者等向け訓練コースの設置等を支援。 
（５）障害者の職業訓練を行う職業訓練指導員の計画的な確保・養成及び専門性の向上。  
 
    

 
 
 
 

６ 求職者支援制度に係る職業訓練の認定業務等に関する事項 
   法律に基づく職業訓練の認定業務における的確な審査の実施。訓練コース設定や就職支援等についての助言・指導の実施。 

 
 
 
 

指標（数値目標）は中期目標案と同じ 

指標（数値目標）は中期目標案と同じ 

１ 効率的な業務実施体制の確立 
  〔一億総活躍社会の実現、働き方改革に対応した業務の充実・強化などに見合った効率的な実施体制となるよう必要な見直し。 〕 

２ 業務運営の効率化に伴う経費削減〔一般管理費・業務経費（新規に追加される業務、拡充業務分等を除く）の節減、人件費抑制。〕 

３ 給与水準の適正化〔国家公務員の給与水準も十分考慮し、国民の理解と納得が得られるよう厳しく検証を行い、必要な措置を講ずる。〕 

４ 契約の適正化〔原則として一般競争入札等によること等により、契約の適正化を推進。〕 

５ 保有資産の見直し〔保有する資産については、その必要性について不断の見直しを実施。〕 

６ インフラ長寿命化の推進〔インフラ長寿命化計画（個別施設計画）を策定し、施設の効率的な維持管理を実施。〕 

７ 事業の費用対効果〔事業の実施費用や効果を比較・分析し、その結果を事業実施内容の見直しや新たな事業展開につなげる。〕 

８ 関係機関との連携強化及び利用者ニーズの把握等を通じたサービスの向上 
  〔労使団体、学識経験者、地方公共団体等から意見を聞く場を設定。利用者のアンケート調査等により業務の見直し等に適切にフィードバック。〕 

９ 内部統制の充実・強化〔各種会議、研修等を通じた認識の共有。内部統制の仕組みが有効に機能しているか点検・検証し、見直し。〕 

10  情報セキュリティの強化〔サイバー攻撃への防御力、対応能力強化のためのハード・ソフト両面での不断の見直し。研修等の実施。〕 

11  職員の適正な労働条件の確保〔職員の労働条件について労働関係法令等の趣旨に従い適正に確保するよう、引き続き留意。〕 

12  既往の閣議決定等への対応〔既往の閣議決定等の政府方針や厚生労働省の方針に従い、着実に業務を実施。〕 

 
 

 
 

 
 

第２ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置  
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１ 人事に関する計画〔効果的・効率的な業務運営のための必要な人材の確保、適正配置、研修の充実による専門性及び意識の向上。〕 

２ 施設・設備に関する計画〔効果的かつ効率的な業務遂行のため、施設の老朽化等を勘案した計画的な施設・設備の整備、改修等。〕 

３ 積立金の処分に関する事項〔宿舎等勘定の前中期目標期間繰越積立金は、宿舎等業務に充てる。〕 

 

１ 予算 
２ 収支計画 
３ 資金計画 
４ 障害者雇用納付金に係る積立金の管理・運用〔銀行等の健全性に配慮した運用を行うなど、適正にその運用及び管理を実施。〕 

５ 雇用促進住宅の廃止〔平成33年度までに全ての譲渡及び廃止を完了。譲渡により生じた収入については国庫納付する。〕 

 

第３ 予算、収支計画及び資金計画  

第４ 短期借入金の限度額〔18,000百万円（P）〕   

第５ 財産の処分等に関する計画〔不要財産については売却等の手続きを行い、国庫納付に努める。〕   

第６ 剰余金の使途〔機構が実施する各種業務の充実〕 

第７ その他主務省令で定める業務運営に関する事項  
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